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鹿児島県警サイバー犯罪対策課
公式X・Instagramアカウントはこちら

令和７年11月20日
サイバーセキュリティ対策及び

サイバー事案の対処に関する連携協定を締結

鹿児島県警察一般社団法人
鹿児島県

情報セキュリティ
協議会

連携協定締結

主な連携事項

一般社団法人鹿児島県情
報セキュリティ協議会様
は、「情報セキュリティ
の確保」等を目的として、
令和７年４月10日に設立
した団体であり、関係機
関・団体の架け橋となり、
官民挙げての取組の核と
なる役割を担っておりま
す。

１．サイバー空間の脅威情勢及びサイバーセキュリティ対策に関する情報共有、
講習、訓練並びに広報啓発活動

２．サイバー事案発生時における速やかな通報、相談及び支援のための体制の
確立

３．サイバー事案による被害の拡大防止及び再発防止の措置への助言又は援助

【ランサムウェア被害報告件数】

出典 警察庁「令和７年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」より

【感染経路】

ランサムウェアによる被害
は、依然、高水準で推移して
います。
サイバー事案に的確に対処

するためには、サイバーセキ
ュリティ対策等における「官
民の連携」が重要です。
また被害発生時における警

察への通報（相談）と、対応
の連携をお願いします。

この度、「県民が安
全・安心に暮らせる社
会の実現」のため、サ
イバーセキュリティ対
策の取組の推進、サイ
バー事案発生時におけ
る警察への通報及び被
害の拡大防止を目的と
して、情報セキュリテ
ィ協議会様に協定締結
の御提案をさせていた
だき、協定を締結いた
しました。


